
 （別紙） 【補助開始申立用】  保佐の場合には，自動的に下記の範囲について 

                      同意権・取消権が付与されます。 

 

同 意 行 為 目 録 

                       作成者          

 
 必要な行為（日用品の購入その他日常生活に関する行為を除く。）にチェックし  
てください。 
 

 内容については，本人の同意を踏まえた上で，最終的に，裁判所が決めます。  

 

１ 元本の領収又は利用 

□(1) 預貯金の払戻し 

□(2) 金銭の利息付貸付け 

 

２ 借財又は保証 

□(1) 金銭消費貸借契約の締結（貸付けについては１又は３にも当たる。）  

□(2) 債務保証契約の締結 

 

３ 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為  

□(1) 本人所有の土地又は建物の売却 

□(2) 本人所有の土地又は建物についての抵当権の設定 

□(3) 贈与又は寄附行為 

□(4) 商品取引又は証券取引 

□(5) 通信販売（インターネット取引を含む）又は訪問販売による契約の締結 

□(6) クレジット契約の締結 

□(7) 金銭の無利息貸付け 

□(8) 

 

□４ 訴訟行為 

（相手方の提起した訴え又は上訴に対して応訴するには同意を要しない。）  

 

□５ 和解又は仲裁合意 

 

□６ 相続の承認若しくは放棄又は遺産分割 

 

□７ 贈与の申込みの拒絶，遺贈の放棄，負担付贈与の申込みの承諾又は負担付  

  遺贈の承認 

 

□８ 新築，改築，増築又は大修繕 

 

□９ 民法６０２条に定める期間を超える賃貸借 

 



（別紙）【保佐・補助開始申立用】 

代 理 行 為 目 録 

                                           作成者              

必要な代理行為をチェック又は記入してください（包括的な代理権の付与は認められません。）。 

どのような代理権を付与するかは，本人の意向（同意）を踏まえ，裁判所が判断します。 

１ 財産管理関係 

 (1) 不動産関係 

□①本人の不動産に関する（□売却，□担保権設定，□賃貸，□警備，□      ）契約の締結，

更新，変更及び解除  

□②他人の不動産に関する（□購入，□借地，□借家）契約の締結，更新，変更及び解除 

□③住居等の（□新築，□増改築，□修繕（樹木の伐採を含む。），□解体，□      ）に関す

る請負契約の締結，変更及び解除 

□④本人の不動産内に存する動産の処分 

□⑤本人又は他人の不動産に関する賃貸借契約から生じる債権の回収及び債務の弁済 

 (2) 預貯金等金融関係 

□①（□全ての，□別紙の口座に関する，□別紙の口座を除く全ての）預貯金及び出資金に関する金融

機関等との一切の取引（解約（脱退）及び新規口座の開設を含む。） 

□②預貯金及び出資金以外の本人と金融機関との（□貸金庫取引，□証券取引（保護預かり取引を含む。），

□為替取引，□信託取引，□       ） 

  (3) 保険に関する事項 

□①保険契約の締結，変更及び解除 

□②保険金及び賠償金の請求及び受領 

 (4) その他 

□①（□年金，障害手当金その他の社会保障給付，□臨時給付金その他の公的給付，□配当金， 

□       ）の受領及びこれに関する諸手続 

□②（□公共料金，□保険料，□ローンの返済金，□管理費等，□       ）の支払及びこれに

関する諸手続 

□③情報通信（携帯電話，インターネット等）に関する契約の締結，変更，解除及び費用の支払 

□④本人の負担している債務に関する弁済合意及び債務の弁済（そのための交渉を含む。） 

が現に有する債権の回収（そのための交渉を含む。） 

２ 相続関係 

□①相続の承認又は放棄 

□②贈与又は遺贈の受諾 

□③遺産分割（協議，調停及び審判）又は単独相続に関する諸手続 

□④遺留分減殺請求（協議及び調停）に関する諸手続 

３ 身上監護関係 

□①介護契約その他の福祉サービス契約の締結，変更，解除及び費用の支払並びに還付金等の受領 

□②介護保険，要介護認定，健康保険等の各申請（各種給付金及び還付金の申請を含む。）及びこれら

の認定に関する不服申立て 

□③福祉関係施設への入所に関する契約（有料老人ホームの入居契約等を含む。）の締結，変更，解除

及び費用の支払並びに還付金等の受領 

□④医療契約及び病院への入院に関する契約の締結，変更，解除及び費用の支払並びに還付金等の受領 

４ その他 

□①税金の申告，納付，更正，還付及びこれらに関する諸手続 

□②登記，登録の申請 

   □③マイナンバー関連書類の受領 

□④調停手続（２③及び④を除く。）及び訴訟手続（民事訴訟法55条2項の特別授権事項を含む。） 

※保佐人又は補助人が申立代理人又は訴訟代理人となる資格を有する者であるときのみ付与することができる。 
□⑤調停手続（２③及び④を除く。）及び訴訟手続（民事訴訟法55条2項の特別授権事項を含む。）につ

いて，申立代理人又は訴訟代理人となる資格を有する者に対し授権をすること 

□⑥                                          

５ 関連手続 

□①以上の各事務の処理に必要な費用等の支払 

□②以上の各事務に関連する一切の事項（公的な届出，手続等を含む。）   以 上 （H28.6.）  


